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告 示 

 

大津市告示第114号 

地縁による団体に係る告示事項の変更の届出があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２

第10項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

地縁による団体の名称 変  更  事  項 変更年月日 

枝４丁目８と９自治会 代表者の氏名及び住所 

氏名   

住所 大津市  

令和７年３月12日 

蟻の内自治会 代表者の氏名及び住所 令和７年３月２日 
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 氏名   

住所 大津市  

 

二本松自治会 代表者の氏名及び住所 

氏名   

住所 大津市  

令和７年３月23日 

 

 

大津市告示第115号 

大津市指定有形文化財銅造孔雀文磬（２面のうち、１面に限る。）は、令和７年３月18日付けで滋賀県文化財

保護条例（昭和31年滋賀県条例第57号）第４条第１項の規定により滋賀県指定有形文化財に指定されたので、大

津市文化財保護条例（昭和52年条例第２号）第６条第３項の規定により大津市指定有形文化財の指定を解除され

た。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

 

 

大津市告示第116号 

昭和46年教育委員会告示第１号（大津市指定文化財の指定について）の一部を次のように改正し、令和７年３

月18日から適用する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

なお書第４項の表中「２面」を「１面」に改める。 

 

 

大津市告示第117号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として、次のものを指定した。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 設 置 者 の 名 称 
主たる事務所 

の 所 在 地 

障害福祉サー 

ビ ス の 種 類 

指 定 

年月日 
事業所番号 

におのはまス

コラ 

大津市におの

浜四丁目２番

33号 

社会福祉法人大

津におの浜障害

者福祉協会 

大津市京町三丁

目５番12号 

就労移行支援 令和７年

４月１日 

2510102359 

 

 

大津市告示第118号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステーシ

ョンらしくる 

大津市本堅田五丁

目12番11号 

株式会社らいふシフト 

 代表取締役 小笹 考

史 

訪問看護 令和７年

４月１日 

2560190833 

訪問看護リハビリ

ステーションイー

ライフナーシング

大津 

大津市竜が丘６番

49号 

合同会社ビリーブライフ

ケア 

代表社員 竹田 信彦 

訪問看護 令和７年

４月１日 

2560190841 

訪問看護ステーシ

ョンなごみ 

大津市下阪本四丁

目５番20号 

合同会社みつはま 

代表社員 今井 直子 

訪問看護 令和７年

４月１日 

2560190858 
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訪問介護事業所つ

るかめ介護 

大津市国分二丁目

１番21号 

株式会社つるかめ介護 

代表取締役 松浦 健

太 

訪問介護 令和７年

４月１日 

2570106225 

 

 

大津市告示第119号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
事 業 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

ファミリーナース

大津 

大津市中央四丁目

８番21号スカイコ

ート大津中央Ⅱ20

Ａ号室 

株式会社ウティリス 

代表取締役 村山 優 

訪問看護 2560190791 令和７年

４月10日 

ケアフロンティア

堅田ケアセンター 

大津市真野一丁目

44番１号ＹＵＵＫ

ＩＢＬＤＧ２－Ｃ 

株式会社ケアフロンティ

ア 

 代表取締役 藤堂 雅

也 

訪問介護 2570105722 令和７年

４月30日 

 

 

大津市告示第120号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として、次の者を指

定した。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

京進のリハビリフ

ィットネスＰｉｔ

ａＬａｂ【ピタラ

ボ】大津瀬田 

大津市大江二丁目

30番８号 

株式会社京進 

代表取締役 立木 康

之 

地域密着型通所

介護 

令和７年

４月１日 

2590101222 

 

 

大津市告示第121号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として、次の者を指定した。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

けあまね事業所衣

川 

大津市衣川二丁目

23番５号 

合同会社けあまね事業所

衣川 

 代表社員 堀内 敦司 

居宅介護支援 令和７年

４月１日 

2570106498 

ミライリハケアプ

ラン比叡 

大津市下阪本六丁

目39番23号 

株式会社ミライリハ 

 代表取締役 松崎 陸 

居宅介護支援 令和７年

４月１日 

2570106506 

 

 

大津市告示第122号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として指定した次の者から、事
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業の廃止の届出があった。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

居宅介護支援事業

所アプリコット 

大津市本堅田二丁

目21番26号 

株式会社アプリコット 

 代表取締役 梅原 妃

代 

居宅介護支援 2570104865 令和７年

４月30日 

 

 

大津市告示第123号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
申 請 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステーシ

ョンらしくる 

大津市本堅田五丁

目12番11号 

株式会社らいふシフト 

 代表取締役 小笹 考

史 

介護予防訪問看

護 

令和７年

４月１日 

2560190833 

訪問看護リハビリ

ステーションイー

ライフナーシング

大津 

大津市竜が丘６番

49号 

合同会社ビリーブライフ

ケア 

 代表社員 竹田 信彦 

介護予防訪問看

護 

令和７年

４月１日 

2560190841 

訪問看護ステーシ

ョンなごみ 

大津市下阪本四丁

目５番20号 

合同会社みつはま 

 代表社員 今井 直子 

介護予防訪問看

護 

令和７年

４月１日 

2560190858 

 

 

大津市告示第124号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として指定した次の者から､

事業の廃止の届出があった。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業 所の名称 事業所の所在地 
事 業 者 の 名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

ファミリーナース

大津 

大津市中央四丁目

８番21号スカイコ

ート大津中央Ⅱ20

Ａ号室 

株式会社ウティリス 

代表取締役 村山 優 

介護予防訪問看

護 

2560190791 令和７年 

４月10日 

 

 

大津市告示第125号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したものにつ

いて、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ナースステーションひより真野店 大津市真野四丁目21番30号奥出テナント１

Ｆ－Ｂ号室 

令和７年２月１日 
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大津市告示第126号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定介護機関として新たに指定したもの及び

指定介護機関のうち廃止の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

ツタ薬局大津京町

店 

大津市京町一丁目

２番23号 

株式会社サン・

アイビー 

大津市京町一丁目

２番23号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和７年

２月１日 

２ 廃止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

廃 止 

年月日 

共創未来雄琴薬局 大津市雄琴六丁目

12番11号 

株式会社ファー

マみらい 

東京都中央区八重

洲二丁目２番１号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

令和７年

２月８日 

 

 

大津市告示第127号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、医療扶助のための施術を担当する施術者とし

て新たに指定したものについて、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

古川 晋光 大津市雄琴五丁目12番30号 令和７年３月４日 

 

 

大津市告示第128号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したものについて、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 指定年月日 

にしやまスマイルクリニック 大津市御殿浜23番11号 令和７年３月１日 

 

 

大津市告示第129号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）第55条の３の規定により、指定介護機関のうち廃止の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

廃 止 

年月日 

共創未来雄琴薬局 大津市雄琴六丁目 株式会社ファー 東京都中央区八重 居宅療養管理指 令和７年 
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公 告 

 12番11号 マみらい 洲二丁目２番１号 導・介護予防居

宅療養管理指導 

２月８日 

 

 

大津市告示第130号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したものについて、

次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

古川 晋光 大津市雄琴五丁目12番30号 令和７年３月４日 

 

 

大津市告示第131号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項第１号の指定小児慢性特定疾病医療機関として指定し

たものについて、同法第19条の19第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年４月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 薬局 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ファーマライズ薬局雄琴駅前店 大津市雄琴北二丁目２番10号フレンドマー

ト雄琴駅前店内 

令和６年12月２日 

２ 病院 

名  称 所 在 地 指定年月日 

医療法人藤花会ふじおかクリニック 大津市鳥居川町４番20号石山唐橋クリニッ

クモール１Ｆ 

令和７年５月１日 

 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和７年３月21日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市別保二丁目８番35号 

株式会社高栄ホーム 

代表取締役 北井 博 

開発区域 

大津市下阪本一丁目字寺田

753番２ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市下阪本一丁目字寺田

756番１の一部並びに上記

地先大津市道及び水路であ

る国有地 

開発区域 

1,046.17㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

158.20㎡ 

      

令和７年

３月21日 

第1743号 
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（令和７年３月21日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和７年３月26日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

石川県白山市横江町5180番地 

株式会社クスリのアオキ 

代表取締役 青木 宏憲 

開発区域 

大津市石山寺三丁目字寺津

424番１、同番２、426番

１、440番２、442番２、

443番２、444番２、456番

４及び同番10並びに上記地

先大津市法定外道路及び普

通河川等 

開発行為に関する工事の区域 

大津市石山寺三丁目字寺津

426番７の一部、440番３の

一部、442番３の一部、443

番３の一部、444番３の一

部及び454番３の一部並び

に上記地先大津市法定外道

路及び普通河川等 

開発区域 

3,827.79㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

208.52㎡ 

      

令和７年

３月25日 

第1744号 

（令和７年３月26日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和７年３月28日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市本堅田四丁目18番１号 

 北村産業株式会社 

  代表取締役 北村 孝 

開発区域 

大津市花園町７番２、同番

８、同番９、同番10、同番

11、同番12、同番13、同番

14、同番15、同番16、同番

17、同番18、同番19、同番

20、同番21及び同番22 

開発行為に関する工事の区域 

大津市花園町39番の一部及

び40番の一部 

開発区域 

3,199.49㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

729.35㎡ 

 

令和７年

３月27日 

第1745号 

（令和７年３月28日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条
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企 業 局 告 示 

公 平 委 員 会 規 則 

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和７年４月３日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

京都市山科区音羽八ノ坪39番地

８ハウスオブローゼⅤ１階 

株式会社トーカイ建設 

代表取締役 神農 峰一 

開発区域 

大津市南志賀一丁目字北榿

木原846番１ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市南志賀一丁目字北榿

木原846番３の一部及び847

番２の一部並びに上記地先

大津市法定外道路及び普通

河川等 

開発区域 

2,547.56㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

177.55㎡ 

      

令和７年

４月３日 

第1746号 

（令和７年４月３日掲示済） 

 

 

大津市企業局告示第６号 

 公印の印影を縮小したものを印刷したので、大津市企業局公印規程（昭和59年企業局管理規程第３号）第５条

の２第５項の規定により、次のとおり告示する。 

令和７年４月15日  

大津市公営企業管理者  南  堀    弘 

公印の名称 ひな形番号 管 守 者 縮小した寸法 縮小したものを印刷した文書の名称 

大津市公営企業管理

者納額告知書及び納

付書専用 

６ 経営経理課長 径12ミリメートル 納入通知書 

 

 

 

大津市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年４月15日  

大津市公平委員会         

委員長  平  井  建  志 

大津市公平委員会規則第１号 

   大津市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

大津市職員の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年公平委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１市長部局の項中「、デジタル推進監」を削り、「室次長」の次に「、児童クラブ課専門員」を加える。 

 別表第２支所の項の次に次のように加える。 

コミュニティセンター 所長 

 別表第２北部子ども療育センターの項中「北部子ども療育センター」を「北部こども療育センター」に改め、

同項の次に次のように加える。 

やまびここども療育センター 所長 

別表第２東部子ども療育センターの項中「東部子ども療育センター」を「東部こども療育センター」に改め、

同表子育て総合支援センターの項中「子育て総合支援センター」を「子育て広場ゆめっこ」に改め、「所長」の

次に「、副所長」を加え、同表ふれあいセンターの項を削り、同表児童館（小野児童館を除く。）の項中「小野

児童館」の次に「及び膳所児童館」を加え、同表すこやか相談所（和邇すこやか相談所、比叡すこやか相談所及
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正 誤 

び中すこやか相談所に限る。）の項中「和邇すこやか相談所、比叡すこやか相談所及び」を削り、同表地域包括

支援センター（和邇地域包括支援センター、比叡地域包括支援センター及び瀬田地域包括支援センターに限る。）

の項中「和邇地域包括支援センター、比叡地域包括支援センター」を「中地域包括支援センター」に改め、同表

子ども発達相談センターの項中「子ども発達相談センター」を「こども発達相談センター」に改め、同表生涯学

習センターの項中「、次長」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

令和５年４月１日付け号外第21号 

頁 箇所 誤 正 

14 上から５行目 団地管理組合法人 団地管理組合法人 免除 

令和６年４月15日付け号外第31号 

頁 箇所 誤 正 

４ 下から９行目 附則第７号 附則第７条 

 

 




